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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第146期
第３四半期
連結累計期間

第147期
第３四半期
連結累計期間

第146期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日

自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 （百万円） 185,985 182,296 248,948

経常利益 （百万円） 24,465 14,704 29,120

四半期純利益又は
四半期（当期）純損失（△）

（百万円） △40,384 3,799 △35,351

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △54,221 21,640 △45,506

純資産額 （百万円） 261,575 282,383 264,381

総資産額 （百万円） 505,835 519,279 523,322

１株当たり四半期純利益金額又は
四半期（当期）純損失金額（△）

（円） △123.68 11.64 △108.27

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － 11.62 －

自己資本比率 （％） 48.6 52.4 48.5

　

回次
第146期
第３四半期
連結会計期間

第147期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

自  平成24年10月１日
至  平成24年12月31日

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額（△）

（円） △156.97 8.10

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．当社及び国内連結子会社では、従来、主として出荷基準により収益を認識しておりましたが、第１四半期連結会

計期間より、契約条件等に基づき着荷日等に収益を認識する方法に変更したため、当該会計方針の変更を反映

した遡及修正後の数値を記載しております。

４．第146期第３四半期連結累計期間及び第146期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。

　
２ 【事業の内容】

  当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

EDINET提出書類

日本碍子株式会社(E01137)

四半期報告書

 2/17



第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

  当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

  当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、前半は国内の復興関連需要等を背景に堅調に推移したものの、欧州

の低迷、中国の減速や日中関係悪化など海外需要の影響から、後半にかけて弱めに推移しました。

　当社グループにおきましては、セラミックス事業の自動車関連製品で日本や米国の需要が堅調に推移し、触媒用セラ

ミックス担体（ハニセラム・大型ハニセラム）やコージェライト製ディーゼル・パティキュレート・フィルター（Ｄ

ＰＦ）等の需要が増加いたしました。エレクトロニクス事業は、インクジェットプリンター用圧電マイクロアクチュ

エーターの需要が減少したほか、半導体製造装置用セラミックスの市況低迷継続などにより低調に推移いたしました。

電力関連事業ではがいしが中国市場の需要減少や競合激化の影響を受けたほか、電力貯蔵用ＮＡＳ電池（ナトリウム/

硫黄電池）も大口案件の出荷は無く低調に推移いたしました。

　これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、自動車関連製品を中心としたセラミックス事業は増加したもの

の、エレクトロニクス事業が大幅な減収となり、全社合計では前年同期比2.0％減の1,822億96百万円となりました。利益

面では、電力関連事業の赤字が減少した一方で、エレクトロニクス事業の悪化や、セラミックス事業で生産能力増強に伴

う費用の先行等により、営業利益は前年同期比32.7％減の163億40百万円、経常利益は同39.9％減の147億４百万円とな

りました。また、特別損失として、第２四半期連結会計期間に計上した投資有価証券評価損に加え、中国市場における事

業環境の悪化を受けがいし中国子会社において固定資産の減損損失を当第３四半期連結会計期間に計上したこと等か

ら、四半期純利益は37億99百万円（前年同期は403億84百万円の四半期純損失）となりました。

　セグメント別には、電力関連事業では売上高は前年同期比0.1％減の423億円、営業損益は41億59百万円の営業損失（前

年同期は55億58百万円の営業損失）、セラミックス事業では売上高は同3.8％増の1,019億13百万円、営業利益は同

20.8％減の198億９百万円、エレクトロニクス事業では売上高は同16.3％減の381億86百万円、営業利益は同85.6％減の

６億90百万円となりました。

　
　
（2）財政状態の分析

　当第３四半期連結会計期間末の総資産合計は5,192億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ40億43百万円減少いた

しました。これは有形固定資産やたな卸資産が増加した一方で、投資有価証券や現金及び預金が減少したことなどによ

るものであります。

　負債合計は2,368億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ220億44百万円減少いたしました。これは、ＮＡＳ電池安

全対策引当金や１年内返済予定の長期借入金が減少したことなどによるものであります。

　また純資産合計は、為替換算調整勘定及び利益剰余金が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ180億１百万

円増加し2,823億83百万円となりました。

　
　

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

  当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　
（4）研究開発活動

  当第３四半期連結累計期間の当社グループ全体の研究開発費は80億42百万円であり、この中には当社グループ外部か

らの受託研究にかかわる費用５億75百万円が含まれております。なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グルー

プの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　
　
（注）前年同期（前期末）比の分析は、会計方針の変更を反映した遡及処理後の数値で行っております。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数 (株)

普通株式 735,030,000

計 735,030,000

　

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数 (株)
(平成24年12月31日)

提出日現在発行数 (株)
(平成25年２月８日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 337,560,196 337,560,196
東京証券取引所
名古屋証券取引所
各市場第一部

単元株式数

1,000株

計 337,560,196 337,560,196 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成25年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

　
(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　
(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

　平成24年10月１日～

　平成24年12月31日
－ 337,560 － 69,849 － 85,135

　

(6) 【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、記載することができないことから、直前の基準日（平成24年９月30日）に基づく株主名簿による記載を

しております。

①【発行済株式】
平成24年９月30日現在

区分 株式数 (株) 議決権の数 (個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 11,051,000－ 単元株式数は1,000株であります。

完全議決権株式（その他） 普通株式 324,747,000 324,747 同上

単元未満株式 普通株式 1,762,196－ －

発行済株式総数 　 337,560,196－ －

総株主の議決権 － 324,747 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。

　
②【自己株式等】

平成24年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数 (株)

他人名義所有
株式数 (株)

所有株式数の
合計 (株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合 (％)

日本碍子株式会社
名古屋市瑞穂区

須田町２番56号
11,051,000－ 11,051,000 3.27

計 － 11,051,000－ 11,051,000 3.27

　

２ 【役員の状況】

  該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成24年10月１日から平成

24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 47,595 34,649

受取手形及び売掛金 54,848 48,882

有価証券 68,530 67,070

たな卸資産 79,869 98,580

その他 32,379 26,309

貸倒引当金 △111 △81

流動資産合計 283,112 275,411

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 49,821 51,319

機械装置及び運搬具（純額） 46,322 59,536

その他（純額） 39,300 43,586

有形固定資産合計 135,444 154,442

無形固定資産 3,513 5,229

投資その他の資産

投資有価証券 77,862 60,300

その他 23,606 24,099

貸倒引当金 △216 △204

投資その他の資産合計 101,252 84,196

固定資産合計 240,210 243,867

資産合計 523,322 519,279

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 24,589 23,140

短期借入金 4,735 4,633

1年内返済予定の長期借入金 8,000 －

未払法人税等 3,835 1,373

ＮＡＳ電池安全対策引当金 42,334 29,998

その他の引当金 1,817 2,663

その他 27,337 26,382

流動負債合計 112,650 88,191

固定負債

社債 20,000 20,000

長期借入金 98,701 106,131

退職給付引当金 16,465 16,337

製品保証引当金 658 331

その他 10,465 5,904

固定負債合計 146,290 148,704

負債合計 258,940 236,896
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 69,849 69,849

資本剰余金 85,138 85,135

利益剰余金 158,634 159,596

自己株式 △14,412 △14,358

株主資本合計 299,209 300,223

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,479 4,961

繰延ヘッジ損益 34 27

為替換算調整勘定 △47,727 △30,757

在外子会社の退職給付債務等調整額 △2,036 △2,190

その他の包括利益累計額合計 △45,250 △27,958

新株予約権 741 739

少数株主持分 9,681 9,378

純資産合計 264,381 282,383

負債純資産合計 523,322 519,279
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

売上高 185,985 182,296

売上原価 125,278 125,898

売上総利益 60,707 56,397

販売費及び一般管理費 36,413 40,056

営業利益 24,293 16,340

営業外収益

受取利息 976 631

受取配当金 659 644

為替差益 － 1,126

デリバティブ評価益 648 －

その他 734 915

営業外収益合計 3,019 3,317

営業外費用

支払利息 908 1,281

為替差損 662 －

デリバティブ評価損 － 1,234

持分法による投資損失 741 1,121

ＮＡＳ電池安全対策引当金繰入額 － 700

その他 533 616

営業外費用合計 2,846 4,953

経常利益 24,465 14,704

特別利益

固定資産売却益 33 39

特別利益合計 33 39

特別損失

固定資産処分損 193 306

投資有価証券評価損 654 3,045

減損損失 － ※1
 2,079

ＮＡＳ電池安全対策費用 60,000 －

特別損失合計 60,848 5,430

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△36,348 9,312

法人税、住民税及び事業税 3,729 3,333

過年度法人税等 7,896 －

法人税等調整額 △8,309 1,999

法人税等合計 3,316 5,332

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△39,665 3,980

少数株主利益 719 181

四半期純利益又は四半期純損失（△） △40,384 3,799
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△39,665 3,980

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,695 477

繰延ヘッジ損益 27 △6

為替換算調整勘定 △11,982 17,343

持分法適用会社に対する持分相当額 △3 0

在外子会社の退職給付債務等調整額 98 △154

その他の包括利益合計 △14,556 17,659

四半期包括利益 △54,221 21,640

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △54,596 21,090

少数株主に係る四半期包括利益 374 549
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

　
　（連結子会社の事業年度等に関する事項の変更）

従来、在外子会社については連結決算日（３月31日）と異なる決算日の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については連結上必要な調整を行っておりましたが、第１四半期連結会計期間より、NGK NORTH AMERICA,

INC.他21社は決算日を３月31日に変更し、中国とメキシコにある子会社７社については３月31日に仮決算を行うことと

しました。なお、これらの連結子会社の決算期変更等に伴う３ヶ月間の損益は、利益剰余金の増減として調整しておりま

す。

　
【会計方針の変更等】

当第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

　
（減価償却方法の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した

有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。

　
（収益認識基準の変更）

当社及び国内連結子会社では、従来、主として出荷基準により収益を認識しておりましたが、第１四半期連結会計期間

より、契約条件等に基づき着荷日等に収益を認識する方法に変更しております。

当社グループにおいては、当社及び国内連結子会社が、主として出荷基準により収益を認識する一方、海外連結子会社

は、国際会計基準・米国会計基準に従って契約条件に基づき着荷日等に収益を認識しており、国内外で異なる基準を採

用しておりました。平成21年７月に日本公認会計士協会により、会計制度委員会研究報告第13号「我が国の収益認識に

関する研究報告（中間報告）」が公表されたことを契機として、収益認識基準について検討を行ったところ、統一した

収益認識基準を採用することがグループの経営管理上重要であると考え、重要なリスクと経済価値の移転の確実性等を

考慮した上で、当社及び国内連結子会社の収益認識基準を、契約条件等に基づき着荷日等に認識する方法に統一するこ

とがより適切であるとの判断に至り、システム対応が整った第１四半期連結会計期間より収益認識基準を統一しまし

た。

なお、前年同期間及び前連結会計年度については、当該会計方針変更を遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財

務諸表となっております。

この結果、遡及適用を行う前に比べて、前第３四半期連結累計期間の売上高は1,195百万円増加しており、営業利益、経

常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ460百万円増加しております。また、前連結会計年度の期首の純資産に

累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は306百万円減少しております。

ただし、工事契約については、従来どおり当四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められ

る工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適

用しております。

　

【注記事項】

(四半期連結損益計算書関係)
　

※１　減損損失

当第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

　当社グループは、主に内部管理上採用している事業によりグルーピングを行っており、また遊休資産については個

別資産ごとにグルーピングを行っております。

　ガイシ事業の中国子会社の建物、生産設備及び当該事業に係るのれんについて、当第３四半期連結会計期間におけ

る市況及び事業環境の悪化を受け、将来事業計画を見直した結果、当初想定していた収益性が見込めないことから、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(2,079百万円)として特別損失に計上しました。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
  至  平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
  至  平成24年12月31日)

減価償却費 13,865 百万円 14,730 百万円

　

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 3,265 10平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

平成23年10月28日
取締役会

普通株式 3,265 10平成23年９月30日 平成23年12月２日 利益剰余金

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 3,265 10平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

平成24年10月31日
取締役会

普通株式 3,265 10平成24年９月30日 平成24年12月７日 利益剰余金

　

EDINET提出書類

日本碍子株式会社(E01137)

四半期報告書

12/17



(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日）

    報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：百万円）

　

報告セグメント
調整額
(注)

四半期連結
損益計算書
計上額

電力関連
事業

セラミックス
事業

エレクトロニ
クス事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 42,317 98,03845,630185,985 － 185,985

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

32 151 － 183 △183 －

計 42,349 98,18945,630186,169△183 185,985

セグメント利益又は損失（△）
（営業利益又は損失（△））

△5,558 25,014 4,804 24,260 32 24,293

(注)  セグメント利益の調整額32百万円は、セグメント間取引の調整であります。

　
　

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日）

  １.  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：百万円）

　

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

電力関連
事業

セラミックス
事業

エレクトロニ
クス事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 42,273101,83638,186182,296 － 182,296

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

27 76 － 104 △104 －

計 42,300101,91338,186182,400△104 182,296

セグメント利益又は損失（△）
（営業利益又は損失（△））

△4,159 19,809 690 16,340 － 16,340

　
(注)  会計方針の変更等

（収益認識基準の変更）

  「会計方針の変更等」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社で、収益認識基準を変更しております。

  当該会計方針の変更は遡及適用され、前年四半期については遡及適用後のセグメント情報になっております。

その結果、前第３四半期連結累計期間のセグメント売上高及び利益又は損失は、遡及適用を行う前と比較して、

「電力関連事業」で売上高が975百万円増加、セグメント損失が409百万円減少、「セラミックス事業」で売上高

が164百万円増加、セグメント利益が27百万円増加、「エレクトロニクス事業」で売上高が55百万円増加、セグメ

ント利益が23百万円増加しております。

　
  ２.  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

  「電力関連事業」セグメントにおいて、ガイシ事業の固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減

損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては2,079百万円であります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

　
前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額 (△)

△123.68円 11.64円

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額又は四半期純損失金額 (△)
（百万円）

△40,384 3,799

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額
又は四半期純損失金額 (△)（百万円）

△40,384 3,799

普通株式の期中平均株式数（千株） 326,516 326,525

　 　 　

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 －円 11.62円

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） － 563

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

― ―

（注）前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

　
　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

（剰余金の配当）

平成24年10月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・3,265百万円

（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・10円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・平成24年12月７日

（注）平成24年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行っております。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年２月８日

日本碍子株式会社

取締役会  御中

　

有限責任監査法人  トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    髙橋  寿佳    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    山崎  裕司    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本碍子株式会社

の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成24年10月１日から平成24

年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本碍子株式会社及び連結子会社の平成24年12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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